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広島新天地共同ビル所有者協議会　理事長　廣谷　倉三

広島市中区国泰寺一丁目８番１３号

あいおいニッセイ同和損害保険広島ＴＹビル４階

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

令和２年１０月２９日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１１月２日から令和３年３月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年３月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別表１及び別表２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８３号

令和２年１１月５日

　広島市大塚中央土地区画整理組合を設立しようとする者から，

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１９条第１項の

規定により施行地区となるべき区域の公告について申請があった

ので，同条第２項及び土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第

４７号）第６８条の規定により次のとおり公告します。

　その区域を表示する図面は，この公告の日から２週間，広島市

都市整備局指導部宅地開発指導課において縦覧に供します。

　なお，施行地区となるべき地区内の宅地について未登記の借地

権を有する者は，この公告の日から１か月以内に広島市長に対し

広島市告示第４８０号

令和２年１１月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和２年１１月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

偕楽総合ケア
株式会社

ショートステ
イ輝きこいの
家藤

広島市西区己
斐上二丁目４
番１２号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８１号

令和２年１１月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

指定年月日　令和２年１１月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社グラ
ンディール

ケアチームた
なごころ

広島市南区段
原二丁目２０
番１７号

生活援助特化型
訪問サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８２号

令和２年１１月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

⑵　所在地　広島市中区本通１０番１号，広島市中区新天地２

番１号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会　管理者　望月　利昭

広島市西区西観音町２２番１５号

告 示
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所定の書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければ

なりません。

広島市長　　松　井　一　實

施行地区となるべき区域

所在 地番
広島市安
佐南区大
塚西一丁
目

甲６０４番１の一部，甲６０４番２，乙６０４番の
一部，６０５番，６０７番，６０８番，６０９番
１，６０９番２，６１０番，６２４番２の一部，６
２７番９，６２７番１０，６５２番の一部，６５３
番の一部，６５４番，６５５番の一部，甲６５６
番，乙６５６番，６５７番の一部，６５８番１，６
５８番２，６５９番，６６０番，６６１番２，６６
２番，６６３番，６６４番，６６５番１，６６５番
２，甲６６５番３，６６５番４の一部，６６５番５
の一部，丙６６５番，６６８番，６６９番，６７０
番，６７１番，６７２番１，６７２番２，６７２番
３，６７２番４，６７２番５，６７２番６，６７２
番７，６７２番８，６７３番１，６７３番２の一
部，６７４番１，６７４番２，６７６番２，１６８
０番１，１６８１番１，１６８１番２，１６８１番
３，１６８１番４，１６８１番１０の一部，１６８
１番１１，１６８１番１２の一部，３１０１番の一
部，３１０２番，３１０３番１，３１０３番２，３
１０４番，３１０５番，３１０６番，３１０７番，
３１０８番の一部，甲３１０９番の一部，３１１
０番，３１１１番，甲３１１２番，乙３１１２番，
３１１３番，３１１４番，３１１５番，甲３１１６
番，乙３１１６番，３１１７番１，３１１８番，３
１１９番１，３１１９番２の一部，３１２０番，３
１２１番１，３１２１番２の一部，３１２１番３，
３１２１番４の一部，３１２２番１の一部，３１２
２番２，３１２２番３の一部，３１２３番，３１２
４番，３１２５番，３１２６番，３１２７番１，３
１２７番２，３１２８番，３１２９番１，３１２９
番２，３１３０番，３１３１番，３１３２番，３１
３８番８の一部，３１３９番９の一部，３１４１番
１の一部，３１４１番２の一部，甲３１４２番，乙
３１４２番，丙３１４２番，３１４３番１，３１
４３番２，３１４３番３，３１４４番１，３１４４
番３の一部，３１４４番４の一部，３１４５番１，
３１４７番２の一部，３１５２番，３１５１番２の
一部，３１５３番，甲３１５４番，乙３１５４番，
甲３１５５番１，甲３１５５番２，乙３１５５番，
丙３１５５番，３１５６番１，３１５６番２，甲３
１５７番，乙３１５７番，丙３１５７番，３１５８
番，３１５９番，３１６０番，３１６１番１，３１
６１番２，３１６２番，３１６３番，３１６４番
１，３１６４番２の一部，３１６４番３，３１６５
番１，３１６５番２の一部，３１６６番１，３１６
６番４の一部，３１９５番１，３１９５番２の一
部，３１９６番，３１９７番１の一部，３１９７番
３，３１９７番４，３１９８番，３１９９番２の一
部，３１９９番３，３２０５番１，３２０５番２の
一部，３２０６番２の一部，３２０６番３，３２０
７番，３２０８番，甲３２０９番，乙３２０９番，
丙３２０９番，３２１０番，３２１１番，３２１２
番２の一部，３２１２番３，３２１７番の一部，１
０６０６番１，１０６０６番２，１０６２４番１の
一部，１０６２５番１，１０６２５番２の一部，１
０６２５番３，１０６２６番１，１０６６１番１，
１０６６５番，１０６６６番，１０６６７番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８４号

令和２年１１月５日

　広島市大塚南土地区画整理組合を設立しようとする者から，土

地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１９条第１項の規

定により施行地区となるべき区域の公告について申請があったの

で，同条第２項及び土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４

７号）第６８条の規定により次のとおり公告します。

　その区域を表示する図面は，この公告の日から２週間，広島市

都市整備局指導部宅地開発指導課において縦覧に供します。

　なお，施行地区となるべき地区内の宅地について未登記の借地

権を有する者は，この公告の日から１か月以内に広島市長に対し

所定の書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければ

なりません。

広島市長　　松　井　一　實

施行地区となるべき区域

所在 地番
広島市安
佐南区大
塚西一丁
目

６１５番，６１６番の一部，６３８番１の一部，６
３８番２，６３９番１，６３９番２の一部，６４
０番１，６４０番３の一部，６４１番１，６４１番
４，６４１番５の一部，６４２番，６４３番，６４
５番３の一部，６４５番１，６４５番２，６４６
番，甲６４９番，乙６４９番，６５０番，甲６５１
番，乙６５１番，６５２番の一部，６５３番の一
部，６５５番の一部，６５７番の一部，３０５５番
１，３０５５番２，３０５５番９の一部，３０５５
番１５，３０６１番１，３０６１番５の一部，３０
６３番１，３０６３番２の一部，３０６４番，３０
６５番，３０６６番，３０６７番，３０６８番，３
０６９番，３０７０番，３０７１番，３０７２番，
甲３０７３番，乙３０７３番，甲３０７４番，乙３
０７４番，丙３０７４番，丁３０７４番，戊３０
７４番，３０７５番，３０７６番１，３０７６番２
の一部，３０７７番１の一部，３０７９番１，３０
７９番３の一部，３０８０番３の一部，甲３０８５
番，乙３０８５番，３０８６番１の一部，３０８７
番３の一部，３０８８番の一部，３０９２番１の一
部，３０９２番２の一部，３０９９番，甲３１００
番，乙３１００番，３１０１番の一部，３１０８番
の一部，乙３１０９番，甲３１０９番の一部，１０
６４４番１，１０６４４番２，１０６４７番１，１
０６４７番２の一部，１０６４８番，１０６５０番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８６号

令和２年１１月６日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたの

で告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた出納員

財政局東部市税事務所　次長　中川　智子

２　委任させた事務

財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納
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令和２年１１月１０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局税務部東部市税事務所の事務の一部を次のと

おり委任させましたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた物品出納員

財政局税務部東部市税事務所　次長　中川　智子

２　委任した事務

　財政局税務部東部市税事務所における物品の出納保管に関す

る事務

３　委任期間

　令和２年８月２４日から東部市税事務所長の職務復帰の日ま

で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８９号

令和２年１１月１２日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者
株式会社サン
クスネット

広島市安芸区矢野西
四丁目１０番１８号

代表取締役　桐林　
邦之

２　委託した期間

契約締結日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９０号

令和２年１１月１３日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり。

２　変更期間

令和２年１１月１６日から令和３年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９１号

令和２年１１月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

⑸　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑹　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑺　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑻　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条に規定する手数料の収納

⑾　広島市農林水産関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２３号）第２条に規定する手数料

⑿　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

⒀　寄附金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞

納処分による収納金の収納

⒂　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

⒃　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

令和２年８月２４日

４　委任期間

　令和２年８月２４日から財政局東部市税事務所長の職務復帰

の日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８７号

令和２年１１月９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８８号



広　　島　　市　　報―６―　第１０８７号 令和３年１月４日

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

いずた整形外
科クリニック

広島市東区戸坂
大上四丁目３０
－１１

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９６号

令和２年１１月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和２年１１月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

東区 山根町の一部

分流

西区 田方二丁目の一部

安佐南区 緑井四丁目及び東野二丁目
の各一部

安佐北区 大林三丁目の一部

汚水を排除

安佐北区

上深川町，大林町，大林二
丁目，大林四丁目，亀山五
丁目及び亀山七丁目の各一
部

佐伯区
利松三丁目，八幡東一丁
目，三宅一丁目及び三宅五
丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９７号

令和２年１１月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９２号

令和２年１１月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９３号

令和２年１１月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９４号

令和２年１１月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
青崎いぶきク
リニック

広島市南区青崎
一丁目９－１７

令和２年１０
月１日

令和８年９月
３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９５号

令和２年１１月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５００号

令和２年１１月２５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０１号

令和２年１１月２６日

　令和２年第８回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招集日　　　令和２年１２月３日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０２号

令和２年１１月２６日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区草津梅が台の３３番１，３３番４３の一部，３３

番５７，４０番３の一部，４０番１６の一部，４０番１７の

一部，４１番１，４２番１の一部，４２番５の一部，１８９

８番１の一部，１９０１番４，１９０１番５の一部及び１９

０４番３の一部並びに鈴が峰町の２０番３の一部，２０番

４，２０番７の一部及び２０番８

２　開発面積

８，８０９．４３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区草津梅が台１０番１号

医療法人社団　更生会

理事長　佐藤　悟朗

４　検査済証交付年月日

令和２年１１月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０３号

令和２年１１月３０日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和２年１１月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

西区 田方二丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 緑井四丁目及び東野二丁目
の各一部

安佐北区

上深川町，大林町，大林二
丁目，大林三丁目，大林四
丁目，亀山五丁目及び亀山
七丁目の各一部

佐伯区
利松三丁目，八幡東一丁
目，三宅一丁目及び三宅五
丁目の各一部

東区 山根町の一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９８号

令和２年１１月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和２年１１月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，�
及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山の一部 戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字市川の一部 井原高南農業集落排水処理
施設

安佐北区白木町大字三田の一部 下三田農業集落排水処理施
設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９９号

令和２年１１月２４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。



広　　島　　市　　報―８―　第１０８７号 令和３年１月４日

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第１

９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政

課，東区市民部地域起こし推進課，安佐南区役所農林建設部農林

課，安佐北区役所農林建設部農林課，安芸区役所農林建設部農林

課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０４号

令和２年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０５号

令和２年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０６号

令和２年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及

び第１１５条の１５第２項の規定により，次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号及び第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日
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番地２７１地先まで

市　道
東４区
１０９
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地２５２地先から
東区牛田早稲田三丁目９１
番地２５２地先まで

令和２年１１月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第７９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月５日から同月１９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東４区
１０８
号線

東区牛田早
稲田三丁目
９１番地２
７１地先か
ら
東区牛田早
稲田三丁目
９１番地２
７１地先ま
で

旧

メートル
5.96
～
11.60

メートル

3.63

新

メートル
5.96
～
11.92

メートル

3.63

市　道
東４区
１０９
号線

東区牛田早
稲田三丁目
９１番地２
５２地先か
ら
東区牛田早
稲田三丁目
９１番地２
５２地先ま
で

旧

メートル
6.13
～
8.13

メートル

3.41

新

メートル
6.13
～
9.62

メートル

3.41

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月５日から同月１９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

東４区
１０８
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地２７１地先から
東区牛田早稲田三丁目９１

令和２年１１月
５日
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令 和 ２ 年 １ １ 月 ６ 日

　広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島駅南口第三自転車等駐

車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については，令和２

年１１月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告示

します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和２年１１月２７日

３　道路の位置　　�広島市東区温品二丁目の１４９番１の一部及

び１４９番７の一部

４　幅員　　　　　４．１０メートル

５　延長　　　　　３０．６３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

事務補助員　中尾　さゆり

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

令和２年１２月１日

４　委任期間

令和２年１２月１日から令和２年１２月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５２号
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条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構

造について下記のとおり認定しましたので，同条第６項の規定に

基づき告示します。

　この関係図書は，西区役所建設部建築課において，一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　対象区域の位置　　広島市西区鈴が峰町２０番１

２　認定番号　　　　　第Ｒ０２認定通知広島市建４０００１号

３　認定年月日　　　　令和２年１１月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ８ 日

　青崎駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等について

は，令和２年１１月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市



広　　島　　市　　報 第１０８７号　―１３―令和３年１月４日

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４３条第１項第２号及

び同条第２項の規定により別紙の物件を撤去し，保管したので，

同法第４４条の２第３項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月４日から同月１８日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南
３区７
５号線

安佐南区西原七丁目
１３６８番地４地先
から
安佐南区西原七丁目
１３４１番地３地先
まで

旧
2.00
～
2.70

29.90

新
3.00
～
3.69

29.90

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ４ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１００号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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市　道

安佐南
２区１
３４号
線

安佐南区大町東二丁
目４００番地３地先
から
安佐南区大町東二丁
目４００番地１地先
まで

旧
4.80
～
5.40

20.95

新
4.80
～
6.10

20.95

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２７日から同年１２月１１日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
２区１
３４号
線

安佐南区大町東二丁目４０
０番地３地先から
安佐南区大町東二丁目４０
０番地１地先まで

令和２年１１月
２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年１１

月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第８号

２．指定年月日　　令和２年１１月２日

３．道路の位置　　広島市安佐北区深川一丁目４６２番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．４１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月４日から同月１８日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
３区７
５号線

安佐南区西原七丁目１３６
８番地４地先から
安佐南区西原七丁目１３４
１番地３地先まで

令和２年１１月
４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１５号

２　指定年月日　　令和２年１１月５日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区上安二丁目の１２７番１の一

部，１２７番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　１８．２１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年１１

月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２７日から同年１２月１１日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）



広　　島　　市　　報 第１０８７号　―１５―令和３年１月４日

市道
安芸１
区３６
１号線

７５番地１
地先から
広島市安芸
区中野東一
丁目１７７
１番地１２
２地先まで

10.00

新

メートル
7.30
～
19.40

メートル

52.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１１日から同月２５日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３６
１号線

広島市安芸
区中野東町
字貫道１７
７５番地１
地先から
広島市安芸
区中野東一
丁目１７７
１番地１２
２地先まで

旧

メートル
7.30
～
10.00

メートル

52.00

新

メートル
7.30
～
19.40

メートル

52.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，令和２年１１月１６日から同月３０日まで，

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安芸１区２２８３
号里道

広島市安芸区中野東町字宮ケ迫６
１４１番地先から
広島市安芸区中野東三丁目６１３
８番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年１１月１６日から同月３０日まで，

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１８日から同年１２月２日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区９
４０号
線

安佐北区三入南二丁
目３４番地１地先か
ら
安佐北区三入南二丁
目１８６７番地１４
地先まで

旧
9.50
～
48.00

307.00

新
9.50
～
48.00

市　道

安佐北
３区９
４１号
線

安佐北区三入南二丁
目９１番地７地先か
ら
安佐北区三入南二丁
目７６番地１地先ま
で

旧
4.00
～
7.00

120.00

新
4.00
～
8.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１８日から同年１２月２日ま

で安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
３区９
４０号
線

安佐北区三入南二丁目３４
番地１地先から
安佐北区三入南二丁目１８
６７番地１４地先まで

令和２年１１月
１８日

市道

安佐北
３区９
４１号
線

安佐北区三入南二丁目９１
番地５地先から
安佐北区三入南二丁目７６
番地１地先まで

令和２年１１月
１８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１１日から同月２５日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

広島市安芸
区中野東町
字貫道１７ 旧

メートル
7.30
～

メートル

52.00



広　　島　　市　　報―１６―　第１０８７号 令和３年１月４日

市　道
安芸４
区１号
線

先から
広島市安芸
区矢野東二
丁目３９９
５番地１地
先まで

新

メートル
7.80
～
8.10

メートル

46.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１７日から同年１２月１日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間

旧
新
別

敷地の
幅員

敷地の
延長

供用開
始期日

市　道
安芸４
区２３
２号線

広島市安
芸区矢野
東二丁目
３９９６
番地１地
先から
広島市安
芸区矢野
東二丁目
３９９６
番地２地
先まで

旧

メートル
0.91
～
0.94

メートル

15.89
令和２
年１１
月２０
日１５
時

新

メートル
14.50
～
46.70

メートル

15.89

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，令和２年１１月１３日に広島市西部

自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，令和２年１１月１３日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧
安芸１区
２２８３
号里道

広島市安芸区中野東三丁目６１５５
番地先から
広島市安芸区中野東町６１２９番地
先まで

新
安芸１区
２２８３
号里道

広島市安芸区中野東三丁目６１５５
番地先から
広島市安芸区中野東町字宮ケ迫６１
４１番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年１１月１６日から同月３０日まで，

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧
安芸１区
２３１７
号里道

広島市安芸区中野東町６１０８番地
先から
広島市安芸区中野東町６１３３番地
先まで

新
安芸１区
２３１７
号里道

広島市安芸区中野東町６１０８番地
先から
広島市安芸区中野東町６１２９番地
先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１７日から同年１２月１日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区２３
２号線

広島市安芸
区矢野東二
丁目３９９
６番地１地
先から
広島市安芸
区矢野東二
丁目３９９
６番地２地
先まで

旧

メートル
0.91
～
0.94

メートル

15.89

新

メートル
14.50
～
46.70

メートル

15.89

広島市安芸
区矢野東二
丁目３９９
６番地１地

旧

メートル
7.80
～
23.40

メートル

46.70



広　　島　　市　　報 第１０８７号　―１７―令和３年１月４日

　　　　　　　　　延長　２５．７８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ６ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年１１月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は，令和２年１１月９日から同年１１月２３日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

種類 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 佐伯３区３１０号
里道

佐伯区坪井三丁目７７番地先から
佐伯区坪井三丁目７７番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ２ 日

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月４日から同年１１月１８日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯２
区３６
５号線

佐伯区利松
二丁目１０
３５番地２
地先から
佐伯区利松
二丁目１０
３５番地６
地先まで

旧

メートル

3.60

メートル

43.31

新

メートル

4.30

メートル

43.31

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月４日から同年１１月１８日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯２
区３６
５号線

佐伯区利松二丁目１０３５
番地２地先から
佐伯区利松二丁目１０３５
番地６地先まで

令和２年１１月
４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和２年１１月５日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区八幡二丁目１６０１番２８の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．３７～４．５０メートル



広　　島　　市　　報―１８―　第１０８７号 令和３年１月４日

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１７日から同年１２月１日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯１
区４３
６号線

佐伯区五日
市町大字石
内字郷路山
１２１４７
番地６地先
から
佐伯区五日
市町大字石
内字大坪１
２１１７番
地８地先ま
で

旧

メートル
4.00
～
5.00

メートル

128.50

新

メートル
8.60
～
18.70

メートル

128.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１７日から同年１２月１日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯１
区４３
６号線

佐伯区五日市町大字石内字
郷路山１２１４７番地６地
先から
佐伯区五日市町大字石内字
大坪１２１１７番地８地先
まで

令和２年１１月
１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１２日から同月２６日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯２
区３４
９号線

佐伯区八幡
東四丁目３
６番地１１
０地先から
佐伯区八幡
東四丁目４
２４番地３
地先まで

旧

メートル
3.00
～
5.00

メートル

38.78

新

メートル
6.30
～
9.80

メートル

38.78

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ２ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月１２日から同月２６日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯２
区３４
９号線

佐伯区八幡東四丁目３６番
地１１０地先から
佐伯区八幡東四丁目４２４
番地３地先まで

令和２年１１月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ２ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年１１月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。



広　　島　　市　　報 第１０８７号　―１９―令和３年１月４日

号線 佐伯区美の里二丁目７４９
番地２７地先まで

２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４８号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２５日から同年１２月９日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区２１
号線

佐伯区美の里二丁目７４９
番地３３地先から
佐伯区美の里二丁目７４９
番地２７地先まで

令和２年１１月
２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４９号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２５日から同年１２月９日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯４
区２４
７号線

佐伯区五日
市五丁目１
５３８番地
１５地先か
ら
佐伯区五日
市五丁目１
５３８番地
９地先から

旧

メートル

3.20

メートル

38.67

新

メートル

3.60

メートル

38.67

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５０号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２５日から同年１２月９日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２０日から同年１２月４日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯３
区４９
号線

佐伯区屋代
三丁７１番
地１先から
佐伯区屋代
三丁７５番
地２地先ま
で

旧

メートル
4.00
～
5.20

メートル

107.50

新

メートル
5.50
～
7.10

メートル

107.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２０日から同年１２月４日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯３
区４９
号線

佐伯区屋代三丁７１番地１
地先から
佐伯区屋代三丁７５番地２
地先まで

令和２年１１月
２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４７号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１１月２５日から同年１２月９日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区２１

佐伯区美の里二丁目７４９
番地３３地先から 令和２年１１月



広　　島　　市　　報―２０―　第１０８７号 令和３年１月４日

自動車臨時運行許可番号標番号

　　広島　１５－２９

広島市教育委員会告示第２３号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和２年１１月１６日（月）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　「青少年からのメッセージ」の募集結果について（報告）

⑵　令和元年度における不登校・いじめ・暴力行為の状況につ

いて（報告）

⑶　広島市立大手町商業高等学校の廃止について（議案）

【非公開予定議題】

⑷　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２４号

令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ３ 日

　令和２年１１月９日付け広島市教育委員会告示第２３号で告示

した広島市教育委員会議（定例会）の議題に，次の議題を追加す

る。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

議　題

⑸　教職員の人事について（議案）

広島市監査公表第４２号

令和２年１１月４日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

市　道
佐伯４
区２４
７号線

佐伯区五日市五丁目１５３
８番地１５地先から
佐伯区五日市五丁目１５３
８番地９地先まで

令和２年１１月
２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５１号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５２号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１３号

２　指定年月日　　令和２年１１月２７日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市中央七丁目の２２２９番

３の一部及び２２３０番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　１９．０８メートル

広島市東区告示第７号

令和２年１１月１０日

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定に基づき，次の番号の自動車臨

時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市東区長　　篠　原　富　子

自動車臨時運行許可番号標番号

　　広島　１９－２３

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第３号

令和２年１１月１２日

　自動車の臨時運行許可に関する取扱い規則（昭和２７年広島市

規則第５１号）第２条第５項の規定に基づき，次の番号の自動車

臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長　　杉　山　　　朗

区 告 示

教育委員会告示

監査公表



広　　島　　市　　報 第１０８７号　―２１―令和３年１月４日

（別紙）

平成３０年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（こども未来局）

１　監査意見公表年月日

平成３１年２月５日（広島市監査公表第１号）

２　包括外部監査人

大濱　香織

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

令和２年１０月２６日（広こ企第５９号）

４　監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

　公立保育園の民間移管について
　（所管課：こども未来局保育企画課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　公立保育園の数を全国２０の政令指定都市で比較すると，広島市は，名古屋市，大阪市に
次いで多い方から第３位に位置付けられる。一方で，同じ政令指定都市でも，公立保育園の
民間移管を進めている市もあり，例えば福岡市では，平成１６年４月時点では２１園あった
公立保育園の民間移管を進め，平成２８年４月までに予定していた１４園の民間移管を実施
し，現在では公立保育園は７園となっている。待機児童の問題はどこの政令指定都市でも同
じようにある。同様の状況下においても，公立保育園の民間移管を進めている政令指定都市
とそうではない政令指定都市に対応が分かれている。
　次に，広島市内の公立保育園と私立保育園について，現在提供されている保育サービスの
面から比較してみると，延長保育については，公立保育園が４０％の３６園が１時間の延長
保育に限って実施しているのに対し，私立保育園では７１％の９８園が１時間の延長保育を
実施している。さらに，私立保育園では２時間の延長保育を３１園が，４時間の延長保育を
２園が実施している。また，一時預かりについては，公立保育園が１園も実施していないの
に対し，私立保育園は９７園が実施しており，保護者のニーズに沿って多様な保育サービス
を提供している現状がうかがえる。
　財政の面から比較してみると，園児一人当たりの事業費（月額）は，平成２９年度決算額
を基に，平成１７年度の包括外部監査において導入された考え方である，０歳児の保育士配
置基準と各年齢児の配置基準の割合により各年齢児を換算する「０歳児換算」で計算する
と，公立保育園は約３１２千円，私立保育園は約２７９千円となり，公立保育園の方が高コ
ストで運営されていることが分かった。
　こうした現状を念頭に置き，広島市として，保育の質を向上させ，多様な保育サービスの
提供，待機児童解消というハード・ソフト両面にわたる行政課題に対応していくためには，
厳しい財政状況の中で限られた財源を最大限有効に活用する必要があることから，公立保育
園は他の政令指定都市の取組を参考に，コスト面で有利であり，保護者ニーズに柔軟に応え
ている私立保育園へ保育園の運営をシフトしていくことが，効率的で効果的なサービス提供
につながると言える。
　広島市は，このような考えの下，平成２０年１２月に「保育園のあり方について」及び
「公立保育園の民間移管に関するガイドライン」を策定し，平成２１年には民間移管する予
定園９園を公表し，保護者への説明会や意見交換会を行うなど民間移管を進めていたが，取
組を一旦中止しており，民間移管された実績はない。その理由をヒアリングで聴取したとこ
ろ，平成２３年に，ある社会福祉法人の不祥事が発覚し，社会福祉法人に対する不安を払拭
する対応を優先しているためとのことであった。しかし，こども未来局保育指導課及び健康
福祉局監査指導室は，当該社会福祉法人を含む私立保育園を運営する全ての社会福祉法人に
対して定期的に指導監査を行い不祥事発生のリスクを検証しており，他都市において民間移
管を進めている中，７年以上前の１社会福祉法人の不祥事が原因で公立保育園の民間移管が
進められないというのは，施策を事実上凍結している理由として不合理である。
　このように，広島市の厳しい財政状況の中で，限られた財源を最大限有効に活用すること
を前提にしながら，より良い保育サービスを提供していくため，中長期的な視点から公立保
育園の民間移管に向けた取組を再開するべきである。

　本市では，平成２０年に，保育園に
求められる役割や機能の多様化・複雑
化，保育需要の増大といった状況に対
応するため，公立保育園としての役割
を果たすために必要な園は残して充実
し，それ以外の園を順次民間に移管す
ることとする「保育園のあり方につい
て」を策定した。
　その後，本市の乳幼児数の推移をみ
ると，平成２５年度以降減少が続いて
おり，今後の更なる少子化の進展によ
り，近い将来には幼児教育・保育全
体の需要も減少に転じることが予想さ
れ，いずれは現在の幼児教育・保育の
提供体制やサービスを維持していくこ
とが難しくなることが懸念される状況
にある。
　こうした状況を踏まえ，公立・私
立，幼稚園・保育園等を問わず，全体
最適の視点に立って，幼児教育・保育
の一体的な質の向上を図るとともに，
持続可能な提供体制を構築していく観
点から，令和２年３月に改めて「広島
市幼児教育・保育ビジョン」を策定
し，保護者ニーズに柔軟に対応してき
ている私立園が提供体制の中心を担う
ことを基本とし，公立園は，私立園の
取組支援や，私立園では提供が難しい
ものの公益性の観点から実施すべき部
分を担うこととした。この役割分担を
踏まえ，公立園の役割を果たすために
必要な園は残しつつ，幼児教育・保育
の需要の減少には，地域の将来を含め
た需給状況の実情等を考慮した上で，
基本的に，公立園の定員削減・統廃合
により対応することとした。今後は，
このビジョンに基づいて具体的な取組
を進めていく。

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第４３号

令和２年１１月２６日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�



広　　島　　市　　報―２２―　第１０８７号 令和３年１月４日

（別紙）

平成３１年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（環境局）

１　監査意見公表年月日

令和２年２月６日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

大濱　香織

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

令和２年１１月９日（広施安第１８号）

４　監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

　�安佐南工場破砕施設ごみ計量業務（業務委託）自己搬入する場合に，不適物（大型ごみに該当しないごみ）を持ち帰らせることへ
の対策について

　　（所管課：環境局施設部安佐南工場）
監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　家庭ごみについては，通常は無料で収集されている行政サービスであるが，「大型ごみ」
についてのみ，予約制で，かつ，料金を支払うという点が他のごみとは相違している。
　大型ごみも自己搬入すれば無料であるが，自己搬入できないごみの種別まで確認していな
い方も多いのではないかと思われる。
　例えば，広島市のホームページにおいて，「自己搬入できる大型ごみはどのような物かを
イラスト化する」，「自己搬入できない不適物の持ち込み例を具体的に表示する」，「不適
物の持ち込みは厳しくチェックしていることを大きく表示する」など，不適物の持ち込みが
減ると思われる方策等を検討されたい。

　監査の意見を受けて，不適物の持込
みが減るよう，本市ホームページの内
容をより分かりやすいものに修正し
た。


